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 道州制に対する全国知事会の立場を明らかにし、道州制の基本的考え方

を示すことによって、政府や各政党をはじめとする関係機関に対し、道州

制の検討に当たっての課題を提示しようとするものである。 

 

 

 

 

 

道州制の基本原則 
１ 道州制は地方分権を推進するためのものでなければならない 

２ 道州は、都道府県に代わる広域自治体とし、地方自治体は道州と市

町村の二層制とする 

 

 

 

３ 国と地方の役割分担を抜本的に見直し、内政に関する事務は、基本

的に地方が一貫して担うことで、地方において主体的かつ総合的な政

策展開が可能となるものでなければならない 

 

 

 

 

 

４ 役割分担の見直しに当たっては、事務の管理執行を担っている「国

の出先機関」の廃止は当然のこと、企画立案を担っている「中央府省」

そのものの解体再編を含めた中央政府の見直しを伴うものでなけれ

ばならない 

 

 

 

５ 内政に関する事務について、道州に決定権を付与するため、国の法

令の内容を基本的事項にとどめ、広範な自治立法権を確立しなければ

ならない 

 

 

 

 

６ 道州が地域の特性に応じ、自己決定と自己責任のもとで政策展開

できるよう、国と地方の役割分担に応じた、自主性・自立性の高い地

方税財政制度を構築しなければならない 

 

 

 

 

７ 道州の区域については、国と地方双方のあり方の検討を踏まえて

議論されるべきものであり、枠組の議論ばかり先行させるのではな

く、住民サービスへの影響や地理的・歴史的・文化的条件など、地方

の意見を最大限尊重して決定しなければならない 

 

 

 

 

道州制検討の進め方 
１ 国と地方の協議の場を活用すべきである 

２ 国民意識の醸成が何より重要である 

 

 
 

 

 

地方分権改革の推進 
 道州制議論にかかわらず、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の

拡大、基礎自治体への権限移譲、国の出先機関の原則廃止、補助金等の

一括交付金化等の改革を一体的に進める必要がある 


